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Ⅴ．特記事項 

1．保健医療学部の充実と医療職種養成の拡充 

 本学は建学の精神である「報恩感謝」に基づき、教育基本法および学校教育法に従い、

医療従事者として有為な人材を育成することを目的とすることが城西医療学園寄附行為

に明示されている。また、学則第 1 条に、「教育基本法並びに学校教育法の定めるところ

にしたがい、広い分野の知識と深い専門学術を教授研究し、知的・道徳的能力の涵養を

はかり、もって国家社会に貢献し得る人材を養成するとともに、人類文化の発展に寄与

する事を目的とする。」と定めている。これらの明示、目的のもと 1 学部（保健医療学

部）4 学科・2 専攻（診療放射線学科、リハビリテーション学科（理学療法学専攻・作業

療法学専攻）、看護学科、臨床工学科）により 6 職種（診療放射線技師、理学療法士、作

業療法士、保健師、看護師、臨床工学技士）の養成を行っている。養成職種数と養成人

数（330 名）は埼玉県内でトップクラスであり、埼玉県、東京都及び近隣地域において

医療及び公衆衛生の発展に貢献している。 

 さらなる保健医療学部の充実と医療職種養成の拡充をはかるため学校法人城西医療学

園中期計画ロードマップに示すとおり長期計画（ゲランドデザイン）の企画立案におけ

るテーマ「学生数二千名規模の大学実現に向けた取り組み」が示され、新学科の設置が

学長を中心に検討された。令和元年 5 月 30 日に開催された理事会・評議員会において

新学科として臨床検査学科（定員 80 名）の設置が承認された。現在、教育課程等の作

成、教員予定者の選任、学校用地取得、新学舎建設（図面作成等）等の作業が新学科設

置準備室（責任者学長）において令和 3 年 4 月開設に向かって着実に進んでいる。臨床

検査学科が開設すれば、学部内の他職種連携・チーム医療の実践においても教育の充実

がはかれ、養成職種数も臨床検査技師を加えた 7 職種となり地域医療のさらなる貢献が

可能となる。 

 


